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三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画の策定について 
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                                                                      平成２０年１１月  答申予定 

稼動させると汚染

拡散のおそれ 

平成 12 年～ ダイオキシン類常時監視結果：神崎川（新三国橋）で水質環境基準値

超過、追跡調査を開始  

平成 17年 11月 番田水路支流の三箇牧水路の底質調査結果：最高濃度 11,000pg-TEQ/g 

（環境基準値 150pg-TEQ/g）

平成 18年  6月 三箇牧水路底質詳細調査結果            ：最高濃度 44,000pg-TEQ/g 

平成18年9月～ ダイオキシン類に関する環境対策検討委員会底質対策専門部会設置
（部会長：村岡浩爾大阪大学名誉教授）汚染原因及び対策方法について検討 
・ 底質の異性体組成から焼却由来の原因と推定 
・ 底質の濃度分布、事業所内採取試料濃度および組成の類似性から事業者を絞り込み

・ 過去の施設稼動状況、類似事例から高濃度汚染物の発生メカニズムおよび排出時期

を推定 

平成 19年 8月 原因究明の検討結果とりまとめ、主たる原因者は廃棄物の処理を業と

する事業者と推定 

平成 18年 12月～平成 19年 3月 鳥飼
北部排水機場より上流の底質を除去し、

神安土地改良区の水路敷地内にｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾎﾞｯｸｽ内又はゴムシートに二重に包んで

暫定保管 

対策のスキーム及び原因者への求償手法について 

○汚染底質の保管は緊急的な暫定措置であり、地震などの災害時にダイオキシン類が漏れ出すなど将来的に二次汚染の恐れがある。 

○このため、府が緊急措置から続く公害防止事業の一環として対策主体となり、保管中の底質の無害化処分を行うこととした。 

・当該事業者は、汚染原因者としての責任を認識しており、汚染物質の排出がダイオキシン類対策特別措置法の施行前であること

から対策費用の全額負担は困難であるが、一定の負担には応じる意向を示している。 

○保管底質の処理・処分を実施するにあたり、公害防止事業費事業者負担法により原因者に費用負担を求める。 

○公害防止事業費事業者負担法に基づき、公害防止事業の施行者は審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を

定める必要がある。 

平成 18年 6月 府が三箇牧水路内に上流
域の湛水被害の防止を目的として建設し

ていた鳥飼北部排水機場が完成 

●根拠 
 公害防止事業費事業者負担法（昭和 45年法律第 133号） 
第 2条第 2項 

  この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、

事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の

全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施す

るものをいう。 
 一 （省略） 
 二 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁

している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域におい

て実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業

 三～五 （省略） 
第 6条第 1項 
施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、

当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。 
 
●検討事項案 

法（第 6 条第 2 項）に明記された次の費用負担計画で定める事項
について専門的見地からの意見を聴く。 
 １ 公害防止事業の種類 
 ２ 費用を負担させる事業者を定める基準（費用負担すべき事業者

の範囲） 
 ３ 公害防止事業費の額（府による事業費概算の妥当性） 
 ４ 負担総額及びその算定根拠（公害防止機能以外の機能、公害の

程度等勘案すべき事情による減額等） 
 ５ その他公害防止事業の実施に必要な事項（中小企業者に対する

負担金の納付方法等の配慮等） 

検討スケジュール 

公害防止事業費事業者負担法による費用負担請求これまでの経緯 



■ 常時監視地点
● 追跡調査地点
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三箇牧水路底質詳細調査結果（平成 18 年 6 月実施） 

● 大阪府所管     ３６地点 
○ 大阪市所管     ２１地点 
□ 堺市所管       ５地点 
△ 高槻市所管      ４地点 
▼ 東大阪市所管     １地点 
◆ 近畿地方整備局所管  ７地点 
■ 八尾市所管      １地点 
         合計 ７５地点 

新三国橋 

底質除去工事範囲 
単位：pg-TEQ／g


